
平成１９年度 まちづくり懇話会実施状況 

 

１ 実施状況 

 

日   時 時間 開催場所 参加人数 

６月１０日（日） 19:00～21:00 北永井第３区 ４８ 

６月１６日（土） 19:00～21:10 藤久保第１区 ５３ 

６月１７日（日） 10:00～12:00 藤久保第３区 ５２ 

〃 19:00～21:00 藤久保第２区 ４０ 

６月２３日（土） 19:00～21:00 竹間沢第１区 ４９ 

６月２４日（日） 14:00～16:00 藤久保第５区 ７８ 

〃 19:00～21:00 上富第２区 １９ 

６月３０日（土） 19:00～21:00 北永井第２区 ５１ 

７月 １日（日） 19:00～21:00 藤久保第４区 ４８ 

７月 ６日（金） 19:00～21:00 上富第１区 ３６ 

７月 ７日（土） 19:00～21:00 みよし台第１区 ７６ 

７月 ８日（日） 14:00～16:00 北永井第１区 ４３ 

〃 19:00～21:00 上富第３区 ２２ 

７月１４日（土） 19:00～21:00 藤久保第６区 ４０ 

計 ６５５ 

※ 参加者の平均人数は、４６．７人 
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２ 分野別意見集計表 

 

分     野 件数(件) 出現率(％) 

自然・公園 ２３ 9.79 

都市計画 ９ 3.83 

道路・交通 ４２ 17.87 

健康・福祉 １９ 8.09 

防犯・防災 １２ 5.11 

環境衛生 １１ 4.68 

教育・文化 １２ 5.11 

産業・観光 ８ 3.40 

まちづくり全般 ２７ 11.49 

スマートＩＣ １１ 4.68 

中央公民館・健康福祉施設 １３ 5.53 

雨水・河川対策 ３１ 13.19 

高層マンション計画 ８ 3.40 

個

別

課

題 

行政区・集会所 ９ 3.83 

計 ２３５ 100.00 
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３ 主な意見 

 

自
然
・
公
園 

・大きな公園の整備について 

・雑木林の管理協定について 

・多目的広場、緑地公園ほか庁舎周辺

の整備について 

・こぶしの里周辺の整備について 

・上富地域の緑の保全について 

 

自
治
・
防
犯
・
防
災 

・防犯灯について 

・防災無線について 

・自主防犯・防災活動について 

・耐震診断について 

・交番の設置について 

・新設の集会所について 

・掲示板の設置について 

都
市
計
画 

・高層マンションの建設と高さ制限条例

について 

・計画的なまちづくりの実施について 

・用途地域の見直しについて 

 

環
境
・
衛
生 

・ごみの不法投棄について(パーキング周

辺等) 

・地球温暖化対策について 

・ごみゼロ運動について 

・ごみステーションについて 

道
路
・
交
通 

・スマートＩＣフル化車種拡大について 

・スマートＩＣ周辺道路整備について 

・都市計画道路の整備について 

・歩道の整備について 

・ライフバスの充実について 

・信号の設置について 

・県道の整備・交通規制について 

・道路の拡幅・整備について 

・東西道路、役場アクセス道路等の整

備について 

教
育
・文
化
・ス
ポ
ー
ツ 

・中央公民館建て替え計画について 

・高齢大学について 

・コピスみよしの運営について 

・子ども専用スポーツ施設について 

・図書館の予算について 

・給食センターの整備について 

下
水(

雨
水) 

・集中豪雨時の雨水対策について 

・雨水排水管の整備について 

・大規模開発に伴う雨水対策について 

・豪雨時の人的体制について 

・日常の雨水ます等の点検について 

産
業
・
観
光 

・三芳ブランド等特色あるまちづくりにつ

いて 

・遊休農地の利用（埃対策）について 

・多福寺のトイレ改修について 

健
康
・
福
祉 

・福祉施設の整備について 

・年金の納付記録について 

・国民健康保険税について 

・保育施設の充実について 

・こども医療費について 

ま
ち
づ
く
り
全
般 

・市町村合併について 

・行政改革について 

・総合振興計画について 

・まちづくり懇話会について 

・窓口サービスの向上について 

 

- 3 - 



三芳町まちづくり懇話会実施要綱 

平成１９年５月１日 

三芳町告示第１２８号 

(目的) 

第１条 この要綱は、三芳町まちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を実施すること

により、住民の声を町政運営に反映させ、もって住民が主役となった参加型まちづくり

の進展に寄与することを目的とする。 

(実施方法) 

第２条 懇話会は、町長が毎年度定める一定の期間において、開催日時等を対象団体等の

代表と調整の上決定し、開催するものとする。 

２ 懇話会の内容は、原則として次のとおりとする。 

(1) 町からの主要な施策に関する情報提供 

(2) 住民からの町政全般に関する意見や提案 

(3) 前2号に基づく情報交流、意見交換等 

３ 懇話会の開催場所は、行政連絡区の各集会所、公民館等の公共施設とする。 

(対象) 

第３条 前条第1項の対象団体等とは、次に掲げるものとする。 

(1) 14行政連絡区 

(2) 前号に掲げるもののほか、町内に活動の拠点を置く公益的な団体で、町長が必要と

認めたもの 

(周知) 

第４条 対象団体等の代表者は、原則として第2条の開催日時等について団体内に周知する。 

２ 前項に定めるもののほか、町長は必要に応じて第2条に規定する一定期間内の開催概要

について、町全体に周知する。 

(町の出席者) 

第５条 懇話会における町の出席者は、町長及び町長が指定する職員とする。 

(庶務) 

第６条 懇話会の庶務は、総合政策室において処理する。 

(委任) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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